




 ハイビスカス共済制度見舞金・祝金支給規定 

沖縄商工会議所 

（この規定の趣旨） 

この規定は加入者が不慮の事故によって通院した時、また

は病気の治療を目的として入院した時、それぞれ一定の通

院日数、入院日数を超えた場合に見舞金、また結婚をした

時に結婚祝金、お子様が誕生した時に出産祝金を支払うこ

とを主な目的とします。 

（責任開始期） 

第１条 この規定は団体保険（ハイビスカス）共済制度（以

下「主契約」といいます。）の加入日（効力発生日）と同

時に効力を有します。 

（保障期間） 

第２条 この規定の保障期間は主契約の保障期間と同一と

します。 

（失効） 

第３条 主契約が効力を失った場合にはこの規定も同時に

効力を失います。 

（見舞金の支払） 

第４条 会議所は、加入者がこの規定の保障期間中に次の

各号のいずれかに該当した場合に、年１回を限度として、

その加入者について定められた額の見舞金を支払います。 

（１）不慮の事故を原因として、５日以上通院した時は、

その一事故につき１口につき一律５，０００円とする。 

（２）①病気の治療を目的として、５日以上２９日以下の

入院の時は、１口につき一律５，０００円とする。 

②病気の治療を目的として、３０日以上の入院の時は、１

口につき一律１０，０００円とする。 

（結婚祝金・出産祝金の支払） 

第５条 会議所は、加入者がこの規定の保障期間中に下記

事項に該当した場合にその加入者について定められた額

の結婚祝金、出産祝金を支払います。 

２．給付要件 

（１）加入日（効力発生日）後、６ケ月経過していること。 

３．給付額 

（１）加入者が結婚した時は、一律１０，０００円とする。 

（２）加入者またはその配偶者が出産した時は、一律１０，

０００円とする。 

（見舞金の請求手続） 

第６条 加入者は、第４条に規定する見舞金の支払事由が

生じたことを知った場合には、すみやかに会議所に通知し

ていただきます。 

２ 見舞金の受取人は会議所に次の書類を提出して見舞金

を請求していただきます。 

・ハイビスカス共済お祝金・お見舞金請求書。 

・病院の診断書・入院証明書・領収書、通院・入院の開始

及び終了日が記載された原本、又はその写しで給付対象と

なることが証明できる書類。 

３ 会議所は前項以外の書類の提出を求める場合もありま

す。 

（結婚祝金・出産祝金の請求手続） 

第７条 加入者は、第５条に規定する結婚祝金、出産祝金

の支払事由が生じたことを知った場合は、すみやかに会議

所に通知していただきます。 

２ 結婚祝金、出産祝金の受取人は会議所に次の書類を提

出して祝金を請求していただきます。 

・ハイビスカス共済お祝金・お見舞金請求書。 

・結婚祝金は証明書として婚姻受理証明書、戸籍謄本また

は抄本のいずれかの写し。 

・出産祝金の証明書として母子健康手帳（出生届出済証明

掲載頁）、出生届受理証明書、出生届け出後の同居家族全

員の住民票または戸籍謄本のいずれかの写し。 

３ 会議所は前項以外の書類の提出を求める場合もありま

す。 

（見舞金・結婚祝金・出産祝金を支払わない場合） 

第８条 会議所は、加入者が第４条、第５条の規定に該当

した場合であっても、次の各号による時は、見舞金・結婚

祝金・出産祝金を支払いません。 

（１）請求時に継続加入中でないとき。 

（２）支払事由発生日の属する月の月額掛金が入金されて

いないとき。 

（３）事業主または加入者の虚偽の申請によるとき。 

（４）見舞金受取人の故意によるとき。 

（５）結婚・出産祝金受取人の虚偽の申請によるとき。 

（時効） 

第９条 見舞金を請求する権利は、その支払事由が生じた

時（発生日を含む）から３年間請求がない場合には消滅し

ます。 

２ 結婚祝金を請求する権利は、婚姻届け提出後、１年間

請求がない場合には消滅します。 

３ 出産祝金を請求する権利は、出生届け出提出後、１年

間請求がない場合には消滅します。 

（その他） 

第１０条 この規定に別段定めがない場合にはその都度協

議します。 

附 則 

（実施の時期） 

１．本規定は、平成２６年６月１日から施行する。 










